
 

2023年 3月 1日 

出版企業年金基金 

 

マスク着用についてのお知らせ 

（新型コロナウイルス感染防止対策） 

 

当基金におけるマスクの着用は、新型コロナウイルス感染症対策本部決定(2023

年 2月 10日)を踏まえ 3月 13日より次のとおり取扱いますので、ご理解、ご協力

をお願いいたします。 

 なお、手指消毒剤の設置および体温の測定等は引き続き行いますので、合わせて

ご協力をお願いいたします。 

 

 

■ 基金事務所の窓口 

・ 来訪される方は、マスクを着用しなくても差し支えありません。 

・ 職員は、お客様と対面で接するためマスクを着用いたします。 

 

■ 年金セミナー 

・ 参加される方は、マスクを着用しなくても差し支えありません。 

・ 職員は、説明が長時間となるためマスクを着用いたします。 

 

 


